
医療費控除を受けられる方へ

令和８年（2026年）度 市民税・都民税申告の手引き府中市

令和7年中に所得がありましたか？

遺族年金、障害年金、失業給付金等の非
課税所得のみの方は「いいえ」に進みます。

いいえ

はい

①非課税証明書や所得証明書が必要な方
②市の助成などを受けられる方
③国民健康保険・後期高齢者医療保険制度に加入している方

上記のいずれかに該当しますか？

必要

不要

①年末調整を受けていない給与がある方
②給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える方
③公的年金等の収入が400万円を超える方、または公的年金等
に係る雑所得以外の所得が20万円を超える方

④事業所得、不動産所得、譲渡所得などがあり、所得税を納め
る必要がある方

⑤医療費控除などがあり、確定申告することで所得税の還付が
受けられる方

上記のいずれかに該当する場合、武蔵府中税務署（042-362-
4711）へお問い合わせください。

市・都民税申
告は不要

原則、税務署
で所得税の確
定申告が必要
です。

給与収入のみの方（勤務先から市へ給与支払報告書が提出され
る方）※勤務先に確認してください。

公的年金収入のみの方（400万円以下）

上記以外の方（税務署で確定申告の必要がないとされた方、20
万円以下の所得がある方など）

不要

不要

必要

:   はい

:   いいえ

:   そのまま進む

郵送による提出にご協力をお願いいたします。

※寄附金税額控除に係る申告特例申請書を寄附先の自治体に提出している方が、市・都民税の申告書を提出した場合、ワンストップ特例制度は適用となりませんのでご注意ください。

① 申告が必要か確認する

③ 申告書・添付資料を提出する

よくあるご質問

Ｑ 昨年収入がなかったのですが、申告する必要はありますか？

Ｑ 税務署で確定申告の必要がないと言われました。市・都民税の申告は必要ですか？

郵送提出の際、申告書の控えをもらうことができますか？Ｑ

Ｑ 住民税が非課税になる基準を教えてください

Ｑ 納税通知書はいつ頃届きますか？

Ｑ 府中市から転出したのに申告書が届きました。提出する必要はありますか。

Ａ
市・都民税の申告は、国民健康保険税の算定や非課税証明書の発行など、市の各種サービスの資格判定
などにも幅広く使われています。そのため、所得の有無にかかわらず、申告が必要になる方がいらっしゃい
ます。フローチャートをご参照ください。

Ａ
市・都民税が課税になった方には、6月中旬にご自宅へ税額の通知を郵送します。（給与から徴収する方
は、５月中旬にお勤め先に通知を郵送します。）
ただし、市・都民税が非課税となる場合は、納税通知書は送付していません。

Ａ
市・都民税は、その年の１月１日を賦課期日としています。賦課期日時点で府中市にお住まいだった場合
は、その年の市・都民税は府中市に納めていただくことになります。そのため、その算定の基となる申告
書は府中市に提出する必要があります。

Ａ申告書の控えは返送していません。ただし、申告書受付書については、切手を貼った返信用の封筒を
同封していただければ返送いたします。

Ａ
市・都民税の申告が必要な場合があります（例：公的年金等の収入金額400万円以下で公的年金等に係
る雑所得以外の所得が20万円以下の場合は、控除に係る申告をすることで市・都民税が減額になるな
ど）。
判断に迷う場合は市民税課にご相談ください。

Ａ

次のいずれかに該当する場合は住民税が非課税となります。
①生活保護の規定による生活扶助を受けている方
②障害者・未成年者・ひとり親または寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の方
③前年の合計所得金額が45万円以下の方
④扶養親族がいて、かつ、前年の合計所得金額が（35万円×（本人＋扶養人数））＋31万円以下の方
※扶養人数には、「同一生計配偶者」および「16歳未満の扶養親族」を含みます。

令和8年1月1日に府中市にお住まいの方は、下記チャートで申告不要と
なる場合を除き、原則として令和7年中の状況の申告が必要です。正確な
税額、国民健康保険税などの算定のためにご協力をお願いいたします。

② 必要書類を用意し、申告書の記入をする。★収入控除の書類は令和７年中のもの

項目 必要なもの

本人確認

収入
給与・公的年金の収入

その他の収入

社会保険料控除

生命保険料・地震保険料控除

医療費控除

セルフメディケーション税制
(医療費控除との選択適用)

障害者控除

配偶者控除・扶養控除

寄附金税額控除

勤労学生控除

控除

申告者本人の
マイナンバー確認書類

次のア～ウいずれかの書類をご用意ください｡(※郵送提出の場合はコピーを提出)

本人確認書類の例：運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害
者保健福祉手帳、愛の（療育）手帳、在留カード、特別永住者証明書など

ア　マイナンバーカード（両面コピー）
イ　通知カード（記載された氏名・住所等が住民票の内容と一致している場合

のみ）と本人確認書類
ウ　マイナンバーが記載された住民票・住民票記載事項証明書と本人確認書類

源泉徴収票（ない場合は給与明細書など）

収入金額や必要経費がわかる帳簿や領収書など

控除証明書または領収書など（コピー不可）

控除証明書（コピー不可）

医療費控除の明細書または医療費のお知らせ(コピー不可）※領収書添付不要

障害者手帳、障害者控除対象者認定書等

対象の親族が国外に居住の場合、親族関係書類と送金関係書類

寄附した団体などから交付された寄附金の証明書など(コピー不可）

学生証、在学証明書など

セルフメディケーション税制の明細書※領収書添付不要

府中市国民健康保険に加入している方の「医
療費のお知らせ」（医療費通知）の交付を希
望する場合は、申請が必要です。

本人確認書類（マイナンバーカード、運転免
許証等）を持って府中市保険年金課へ／郵送
（申請書は市のHPからダウンロード）・オン
ライン申請可

府中市市民部保険年金課（042-335-4044）

次の方は、申告をおすすめします。
（確定申告する方を除きます｡）
･源泉徴収票に含まれない控除がある方

･合計所得金額が1,000万円を超える方
で、同一生計配偶者がいる方

(扶養控除の変更・配偶者特別控除、特定
親族特別控除・障害者・ひとり親・寡婦
・勤労学生控除等の追加）
または医療費・社会保険・生命保険・寄
付金等の支払いがある方(※ワンストップ
特例申請者を除きます｡)

問合せ先
府中市市民部市民税課
電話 (042)335-4441･4442(直通)
〒183-8703 府中市宮西町2-24

◆申告書の受付場所と時間

◆東西出張所での受付

◆ 郵 送 申 告 に つ い て

市役所おもや2階A201会議室
令和8年2月16日(月)～3月16日(月)(土､日及び祝日を除きます｡)午前9時～午後4時
(申告期間の最初と最後の一週間､特に午前中の時間帯が混雑しますので､お待ちいただく場合がございます｡)

申告会場は混み合います。郵送での申告にご協力をお願いいたします。
(同封の返信用封筒をご利用いただければ郵便料はかかりません)。
※申告書受付書が必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

白糸台文化センター講堂
西府文化センター講堂
※令和９年度からは、東西出張所での受付は行いません。

(3階)
(3階)

令和8年2月20日(金)
令和8年2月27日(金)

午前9時～午後3時
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申告書の書き方
Ａ

B

D
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おもて面 うら面

Ａ．住所、氏名などについて
Ｅ．14 寄附金に関する事項について

D
D

D
Ｂ．収入があった方

Ｃ．収入がなかった方、非課税所得のみの方

Ｄ.３ 所得から差し引かれる金額に関する事項、４ 所得から差し引かれる金額

⑬社会保険料控除

⑭小規模企業共済
等掛金控除

⑮生命保険料控除

⑯地震保険料控除

㉗雑損控除

㉘医療費控除

⑰寡婦控除

⑱ひとり親控除

⑲勤労学生控除

⑳障害者控除

㉓扶養控除

㉔特定親族特別控除

手順③ 控除について記入する

手順④ その他の項目について記入する

●扶養、仕送りを受けていた方
●預貯金、借入れで生活していた方

●非課税所得のみだった方
●生活保護を受給していた方

収入がなかった方の例

※令和８年度から全国的に申告書様式が「標準化仕
様」に統一されたため記入箇所等が変更されています。

令和7年1月1日から12月31日までの状況につい
て、次の①～④の手順に従って記入してください。

手順①　基本情報を記入する。

手順②　収入について記入する

令和８年１月１日現在の住所、氏名などの枠内を全て記入してください。
また、申告書の下にある「市民税・都民税申告書受付書」にも住所、氏
名を記入してください。

ア．営業等
イ．農業
ウ．不動産

収入欄に令和７年中に確定した収入金額、所得欄に収入から経
費を差し引いた金額、申告書うら面「7」に内訳を記入してく
ださい。
※個別に経費の計算が必要となります。

オ．配当 上場株式の配当金については、確定申告をすると市・都民税で
も合計所得金額に算入されます。その後の修正申告や更正の請
求においてその選択を変更することはできません。
なお、一般株式の配当金は申告が必要となります。

※申告の際は、配当計算書等をお持ちください。

カ．給与

雑所得

シ．一時

エ．利子
コ・サ　総合譲渡

キ．公的年金等

収入金額を記入してください。源泉徴収票がある場合は、支払
金額欄の数字を「カ」に記入の上、源泉徴収票の原本を添付し
てください。源泉徴収票がない場合は、申告書のうら面「6」
に内訳を記入してください。

※特定支出控除を申告される方は証明できるものをお持ちくだ
さい。

収入金額を記入の上、源泉徴収票の原本を添付してください。
※改訂通知、振込通知では受付できません。
※遺族年金、障害年金は非課税所得です。

収入額から必要経費と特別控除（最高50万円）を差し引き、2
分の1した金額を所得欄に記入してください。
申告書うら面「10」に内訳を記入してください。

ク．業務
副業に係る収入のうち、営利を目的とした継続的な所得
例：原稿料、印税、講演料、シルバー人材センターの分配金など
収入欄に令和７年中に確定した収入金額、所得欄に収入から経費
を差し引いた金額、申告書うら面「９」に内訳を記入してください。

譲渡所得は申告書うら面「10」に内訳を記入してく
ださい。

ケ．その他（生命保険個人年金など）
収入欄に令和７年中に確定した収入金額、所得欄に収入から経費
を差し引いた金額、申告書うら面「９」に内訳を記入してください。

※生命保険個人年金は、保険会社が作成する申告用の資料に必
要経費が記載されています。

※個別に経費の計算が必要となります。

2.所得金額「⑫合計」の金額欄に「０」と記入してください

市民税に関する概要
等の詳細につきまし
ては、市ホームペー
ジをご覧ください。

各項目の該当する部分に、寄附した金額を記入してください。寄附
先から交付された証明書などを添付してください｡

給与や公的年金等以外の所得に係る住民税の納税方法について、希
望がある場合には該当の□にチェック（ ）をつけてください。

Ｆ．5 給与・公的年金等に係る所得以外の
市・都民税の納税方法について

令和7年中に、あなたやあなたと生計を一にする配偶者や親族が負担することに
なっている国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保
険料、雇用保険料等を支払った場合（※生計を一にする配偶者や親族の年金か
ら天引きされている保険料は除きます｡）申告書にはそれぞれの支払金額を
「３」に記入してください。
添付書類として、その保険料の支払いをした旨を証する控除証明書または領収
書をお持ちください。なお、申告者本人が府中市に支払ったものについては省
略できますが、郵送により家族の分も含めて控除申告する場合は家族分の提出
が必要です。

夫と離婚し、子以外の扶養親族がいる女性や、夫と死別した後に婚姻していな
い女性のうち、令和7年の合計所得金額【注１】が500万円以下の方は「３」の
寡婦控除および「死別」または「離婚」の左の「□」にチェック（ ）をして
ください。

生計を一にする子（令和7年の総所得金額等【注２】が58万円以下）がいる方
で、令和7年の合計所得金額【注１】が500万円以下の単身者は「３」の「ひと
り親控除」の左の「□」にチェック（ ）をしてください。

本人が大学等の学生で、①令和7年の合計所得金額【注１】が85万円以下で②
給与所得等以外の所得が10万円以下の場合､「３」の勤労学生控除の左の「□」
にチェック（ ）をして令和7年12月31日時点の学校名を記入してください。
また、学生証等のコピーを添付してください。

本人が障害者手帳などを交付されている場合、｢３」に本人の氏名､「障害の程
度」欄に手帳の種類と等級を記入してください。また、手帳等のコピーを添付
してください。

令和7年分の控除証明書を添付（コピー不可)の上、支払合計額を「４」に記入してください。

令和7年分の控除証明書を添付（コピー不可）の上、内訳をそれぞれ「３」に記入してください。

令和7年分の控除証明書を添付（コピー不可）の上、内訳をそれぞれ「３」に記入してください。

本人や生計を一にする配偶者や親族が受けた災害・盗難などによる損失額など
を記入してください。
※損害の証明書を添付

以下（１）(２）のいずれかを選択してください。いずれの場合も「３」の「医
療費実質負担額」に金額を記入してください。

（１）医療費控除
　本人や生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費の支払額を
記入した※医療費控除の明細書を作成して添付してください。なお、医療
費の領収書の添付や提示では控除を受けることができません。
※明細書には、治療を受けられた方の氏名、支払額、医療機関・薬局名を
記入してください。医療保険者から交付された医療費のお知らせ（原本）
を添付すると、その分の明細の記入を省略できます。

（２）セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）
　｢４」の「㉘医療費控除」にある区分の「□」に「１」と記入してくださ
い｡
　健康の維持増進および疾病の予防への※一定の取組を行っている方が、
本人や生計を一にする配偶者や親族のために特定一般用医薬品等を購入し
た金額を記入してください。また、セルフメディケーション税制の明細書
を添付してください。
※特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査およびがん検診

以下の条件に該当する方を扶養し、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除ま
たは特定親族特別控除の適用を受ける場合､「㉑～㉔」および「16歳未満の扶養
親族」欄については、氏名、生年月日およびマイナンバーを記入し､「㉓～㉔」
および「16歳未満の扶養親族」欄については､「同居・別居」のあてはまる
「□」にチェック（ )（別居の場合は申告書うら面「12」にも記入）をすると
ともに、続柄を記入してください。また、該当する場合は、同一生計配偶者の
左の「□」にチェック（ ）をするとともに、配偶者の所得が58万円超133万
円以下のときは「配偶者の合計所得金額」に記入してください｡「㉓～㉔」欄に
記載した親族等が特定親族【注3】である場合には､「特親」欄に〇を記入する
とともに、控除額を記入してください。扶養親族等が障害者手帳等を交付され
ている場合には､「⑳障害者控除」欄に「本人」の例にならって記入してくださ
い。
・生計を一にする配偶者・・令和7年の合計所得金額が133万円以下
・生計を一にする親族・・・令和7年の合計所得金額が58万円以下
※ただし、特定親族の場合、令和7年の合計所得金額が123万円以下
また、扶養控除などの適用を受けない場合でも、以下のいずれかの条件を満た
す方を扶養する場合は、申告書うら面「15」に該当者の氏名などを記入してく
ださい（申告書おもて面には記入しないでください｡)。
・23歳未満（平成15年1月2日以降生まれ）の扶養親族
・特別障害者である同一生計配偶者
・特別障害者である扶養親族
※国外に居住する親族については「親族関係書類」および「送金関係書類」の
添付または提示が必要になります｡（外国語で作成されている場合は日本語翻訳
文の添付が必要です｡）必要書類の詳細については、市民税課までお問合せくだ
さい。

【注１】合計所得金額：所
得金額の合計である⑫と山
林・退職・分離課税所得を
合計した金額

【注２】総所得金額等：【注
１】から純損失、雑損失の
繰越控除をしたもの

【注３】特定親族：所得税
法に基づき、納税者と生計
を一にする年齢が19歳以上
23歳未満の親族等のうち、
一定の要件を満たす者を指
します。

㉕基礎控除および㉖｢⑬か
ら㉕までの計」の記入は任
意です。

㉑～㉒配偶者控除・配
偶者特別控除・同一生
計配偶者
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